
別記１

農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策）事業の事業実施主体となりうるのは

次のとおりとする。

事業の名称 事業実施主体

１ 農 山 漁 （１）２次・３次産 農林漁業者等、商工業者の組織する団体、民間事業者、

村 発 イ ノ 業と連携した加工・ 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財

ベ ー シ ョ 直売の推進に要する 団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組

ン 推 進 支 経費 合、市町村、農山漁村発イノベーション・地産地消推

援事業 （２）新商品開発・ 進協議会のうち市町村が組織するもの（以下「市町村

販路開拓の実施に要 協議会」という。）及び法人格を有さない団体であって

する経費 北海道知事が農林水産省北海道農政事務所長と協議の

（３）直売所の売り 上特に認める団体（以下「特認団体」という。）

上げ向上に向けた多

様な取組に要する経

費

（４）多様な地域資

源を新分野で活用す

る取組に要する経費

（５）多様な地域資 農林漁業者等、商工業者の組織する団体、民間事業者、

源を活用した研究開 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財

発・成果利用の促進 団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組

に要する経費 合、市町村、市町村協議会、特認団体及び農山漁村振

興交付金（農山漁村発イノベーション対策）実施要領第

２の５に定めるコンソーシアム

２ 農 山 漁 （１）農林水産物等 ○ 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の

村 発 イ ノ の加工、流通、販 創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律

ベ ー シ ョ 売等のために必要 （平成22年法律第67号。以下「六次産業化・地産地消

ン 等 整 備 な施設 法」という。）第５条の規定に基づく認定又は第６条

事 業 （ 産 （２）総合化事業又 の規定に基づく変更の認定を受けた総合化事業計画

業支援型） は農商工等連携事 （以下「認定総合化事業計画」という。）に係る取組

業の取組に不可欠 を実施する農林漁業者の組織する団体

な農林水産物等の ○ 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動

生産を自らが行う の促進に関する法律（平成20年法律第38号。以下「農

ために必要な施設 商工等連携促進法」という。）第４条の規定に基づく

等 認定又は第５条の規定に基づく変更の認定を受けた農

商工等連携事業計画（以下「認定農商工等連携事業計

画」という。）に係る取組を実施する農林漁業者の組

織する団体

（３）食品等の加工 認定農商工等連携事業計画に係る取組を実施する中小

・販売のために必 企業者

要な施設



別記２

農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策）実施要領（令和４年４月１日付け３農振第292

号農林水産省農村振興局通知）に基づく事業のうち農山漁村発イノベーション推進支援事業の補助金額

の上限は、次のとおりとする。

取組の種類 補助金額の上限

（１）２次・３次産業と連携した加工・直売の推 １ 事業実施期間における補助金の上限額は5

進に要する経費 00万円とする。ただし、（１）から（４）

（２）新商品開発・販路開拓の実施に要する経費 までの取組のうち、いずれか１つあるいは

（３）直売所の売り上げ向上に向けた多様な取組 複数の取組を実施する場合にあっても、500

に要する経費 万円とする。

（４）多様な地域資源を新分野で活用する取組に ２ （５）の取組と併せ行う場合にあっては、

要する経費 補助金の総額が500万円を超えないこととす

る。

３ 事業と併せて行う簡易な施設整備に係る

補助金額の上限は、併せ行うソフト対策に

対する補助金額よりも低い額とする。

（５）多様な地域資源を活用した研究開発・成果 １ 事業実施期間における補助金額の上限は5

利用の促進に要する経費 00万円とする。

２ （１）から（４）までの取組と併せ行う

場合にあっては、補助金の総額が500万円を

超えないこととする。

別記３

次の機関が貸付等を行う資金及び法律又は地方公共団体の条例等に基づく資金の貸付又は出資のこと。

農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合

会、農林中央金庫、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工

組合中央金庫、銀行、信用金庫、信用協同組合、都道府県、市町村

別記４

１ 中山間地農業ルネッサンス事業実施要綱（平成29年3月31日付け28農振第2275号農林水産事務次官

依命通知）第２により、北海道が中山間地農業の振興を図るために策定する「地域別農業振興計画」

に基づき、かつ、事業実施計画において、地域外での販路の確保、交流人口の増加、雇用の確保等

の地域経済への波及効果を及ぼす取組について、具体的な目標値を設定して取り組む事業。

２ 市町村戦略に基づいて行われる取組であり、かつ、地域経済への波及効果を及ぼす等公益の増進

に寄与する取組と当該市町村戦略を策定した協議会又は当該市町村が認める事業。

３ 認定総合化事業計画又は認定農商工等連携事業計画において、本事業による施設等の整備を契機

として、障がい者等（障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条第１号に規定する障がい者、生

活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）第３条第１項に規定する生活困窮者及び介護保険法（平

成９年法律第123号）第27条の規定により要介護認定を受けた者をいう。以下同じ。）を新たに雇用

（本事業により整備した施設等に関連した業務に従事する者に限る。）することが定められており、

かつ、六次産業化・地産地消法第５条の規定に基づく認定若しくは第６条の規定に基づく変更の認

定又は農商工等連携促進法第４条の規定に基づく認定若しくは第５条の規定に基づく変更の認定を

受けた日から起算して２年を経過する日までに障がい者等を雇用することが確実であると認められ

る事業。

別記５

１ 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策）実施要領（令和４年４月１日付け３農振

第292号農林水産省農村振興局通知）に基づく事業のうち農山漁村発イノベーション等整備事業（産



業支援型）における事業実施主体に交付する補助金の額は、以下の（１）から（３）のうち最も低

い額を限度とする。

（１）補助の対象となる経費に補助率を乗じて得た額

（２）補助の対象となる経費に充てるために貸付等を行う資金の額

（３）補助の対象となる経費から（２）の額及び地方公共団体等による補助金の額を控除して得た額

２ １に定める方法により算出された補助金の額が１億円を超えるときは、１の定めに関わらず１億

円以内とする。ただし、次の（１）から（３）の要件を全て満たす場合であって、業務用需要に応

じた一次加工品等の事業者間の取引（以下、「ＢtoＢ」という。）において、その取引先が求める独

自の品質及び衛生管理の規格又は基準（HACCPの認証機関が定める認証基準を上回るものに限る。）

に対応するために必要不可欠な機械の整備に要する掛かり増しの経費に限り、２億円の範囲内で上

乗せすることができる。

（１）認定総合化事業計画又は認定農商工等連携事業計画に定める目標年度において、本事業におけ

るＢtoＢに供するものの取扱量又は取扱金額が50パーセントを超える計画であること。

（２）取引先が求める独自の品質及び衛生管理の規格又は基準（HACCPの認証機関が定める認証基準を

上回るものに限る。）に対応するために必要不可欠な機械の整備に要する掛かり増しの経費が明確

であること。

（３）事業実施計画に、本事業における一次加工品等の製造過程について、HACCPに関する第三者認証

を取得することが明記されていること。


